
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の利用状況 

相 談 窓 口 

現在介護サービスを利用していますか 

地域包括支援センターまたは 
担当のケアマネジャー 

市 

●訪問型サービスや通所型サービス
以外のサービスを利用する方 

●病気やケガで心身の状態が悪化し
て要介護１以上と思われる方 

●訪問型サービス（ホームヘルプ）
や通所型サービス（デイサービ
ス）のみを利用する方 

 

更新方法を相談 

●介護保険要介護（支援）更新 
認定申請書 

●主治医意見書 …地域包括支援セン

ターやケアマネジャーと相談した後

で、医療機関に依頼していただくこと

になります。 

従来の介護認定更新手続き 基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄでの手続き 

利用している（利用予定の方含む） 利用していない 

 裏 面 も ご 覧 く だ さ い 

利 用 す る 
サービスや 
心身の状態 

必要な手続き 

●基本チェックリスト 
主治医意見書は不要です。 

基本チェックリストでサービスの 

対象となった方を 

「事業対象者」 

と呼びます。 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１０月から総合事業の開始にともない、要支援１・２の方の更新の際、介護認定

のほか、新たな更新手続きとして「基本チェックリスト」が導入されます。 

 どちらにするかは下記相談窓口にてご相談の上決めることになります。 

 

白山手取川ジオパークキャラクター 

ゆきママとしずくちゃん 

～ 要支援１・２の更新の方へ ～ 

「基本チェックリスト」 

新たな更新手続きとして 

が導入されます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合事業 Q&A 

Q. 基本チェックリストとはどんなものですか？ 

A. 「基本チェックリスト」は心身の状態に関する２５項目の質問票で、地域包括支援セ
ンター職員やケアマネジャー等が利用者と面接して行います。 

Q. 訪問型サービス（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ）や通所型サービス（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）のみの 
利用の場合、必ず基本チェックリストを選択しなければなりませんか？ 
 

A. いいえ。短期入所（ショートステイ）等を利用する予定のある方は従来の介護認定
手続きを選択してください。 

Q. 基本チェックリストを受けると介護度は変わりますか？ 

A. 介護認定はなくなり、「基本チェックリスト」でサービスの対象となった方を事業対
象者として要支援１・２の方と区別します。事業対象者は有効期限がなく、更新手続
きは不要です。また事業対象者となった場合、サービスの利用限度額は一律で要支援
１相当となります。 

【 お問い合わせ 】 

 

松任地域の方……白山市健康福祉部長寿介護課   TEL ０７６－２７４－９５２９ 

美川地域の方………………美川支所市民福祉課   TEL ０７６－２７８－８１１８ 

鶴来・白山ろく地域の方…鶴来支所市民福祉課   TEL ０７６－２７２－１１１３ 

 

Q. 事業対象者となった後で、介護認定を申請できますか？ 

A. いつでも介護認定を申請できます。福祉用具貸与を利用したい場合など、要支援１・
２の認定が必要になったときに介護認定を申請してください。 


